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大規模展示会出展支援
申問 商工振興課　商工振興係　☎（232）2165
　町内で製造業を営む中小企業者が、自社で取り
扱う製品などの販路拡大や販売促進を目的に、大
規模展示会などへ出展する際に必要な経費を補助
します。
◆募集期間　７月22日㈪～８月16日㈮
◆対象展示会

①スーパーマーケットトレードショー2025
②地方銀行フードセレクション2024、
　ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ 2025

◆募集事業者数
　①②各２事業者ずつ（応募多数の場合抽選）
◆補助額　上限40万円
◆補助対象経費
　出展小間料、展示装飾品代
　※旅費・人件費は補助対象経費外です。

創業・スタートアップ支援
　創業・スタートアップに係る町内事業者の負担
軽減や経営の安定化を図るため、創業時に必要な
資金の融資を利用した事業者に対して、予算の範
囲内で利子を補給します。利子補給を受けるには、
町商工会が行う特定創業支援等事業「創業セミ
ナー」を受講する必要があります。

創業セミナー
問 町商工会　☎（232）2757
◆日時　９月10日㈫～10月15日㈫　
　　　　毎週㈫（計６回）　午後７時～９時30分
◆場所　町商工会館

利子補給
申問 商工振興課　商工振興係　☎（232）2165
◆利子補給額　返済した利子相当額（36月分）

高
齢
者
の
総
合
相
談
窓
口
　
　
　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
介
護
保
険
課
内
に
あ
る
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
は
、
高
齢
者
の
健
康
・
福
祉
・

介
護
の
身
近
な
相
談
窓
口
で
す
。
主
任
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
社
会
福
祉
士
、
保
健
師

な
ど
が
連
携
し
、
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

必
要
な
時
は
、
医
療
機
関
と
も
連
携
し
、

認
知
症
の
早
期
診
断
・
早
期
対
応
の
手
伝

い
も
し
ま
す
。
１
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は

お
電
話
く
だ
さ
い
。

　ひとり親家庭などの児童扶養手当受給者
は、８月中に現況届を提出する必要があり
ます。

面談・審査を行います
　現況届は、手当を引き続き受給する資格
があるか確認するためのものです。
　８月上旬に子育て支援課から案内を送り
ますので、必要書類を添えて期限までに必
ず提出してください。提出がない場合は、
手当が受けられませんので注意してくださ
い。
◆受付期間　８月５日㈪～30日㈮
　　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　　（㈯㈰㈷を除く）
◆必要書類　通知で案内しています。
◆その他　夜間や日曜日の受け付け、西部

支所での受け付けを行う日があります。
案内をご確認ください。

問 子育て支援課　子育て支援係
　☎（232）2202

８月は児童扶養手当
現況届の提出時期です

問 権利擁護推進センター
　 65歳以上の人：介護保険課　介護予防係
　　　　　　　　　☎（232）2366
　 64歳以下の障がいのある人：福祉課　地域福祉係
　　　　　　　　　☎（232）4913

　一定基準以上の障がいがある場合、次の手当を受給で
きる可能性があります。詳しくは問い合わせるか、町
ホームページに掲載している各種手当のしおりをご覧く
ださい。
手当 対象者 手当月額

特別児童
扶養手当

身体または精神に、中
度以上の障がいがある
20歳未満の児童を家
庭において監護してい
る父もしくは母（所得
が高い方）あるいは父
母に代わってその児童
を養育している人

１級：
55,350円
２級：
36,860円

年３回に
分けて支給

※手当額は物
価スライド
により改定
される場合
があります。

特別障害者
手当

著しい重度の障がいの
ため、日常生活におい
て常時特別の介護を必
要とする在宅の20歳
以上の人

28,840円
年４回に

分けて支給
※手当額は物

価スライド
により改定
される場合
があります。

障害児
福祉手当

重度の障がいのため、
日常生活において常時
介護を必要とする在宅
の20歳未満の人

15,690円

※所得が一定額以上ある場合など、受給できない場合が
あります。

問 福祉課　障がい福祉係　☎（232）4913
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障がいのある人が
受給できる各種手当

　成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障
がい、発達障がいなどにより、物事を判断する能
力が十分ではない人を、法律的に保護し支える制
度です。本人の判断能力の程度によって、成年後
見人、保佐人、補助人という公的な援助者を家庭
裁判所で選任し、それぞれの権限の
範囲内で、財産の管理や契約手続き
の代行、不当な契約の取り消しなど
を行います。
　町では、成年後見制度の相談窓口

（権利擁護推進センター）を設置し、
以下の取り組みを行っています。
◦本人や家族などからの成年後見制度利用の相談
◦成年後見制度申し立て手続きの支援
◦出前講座や研修会の開催

身近な人の契約や
お金の管理の心配は
気軽に相談してください

町内事業者の大規模展示会出展や創業を支援します 申
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　認知症の人やその家族が安心して暮らし続けら
れる町を目指し、認知症の正しい知識や認知症の
人への接し方などを学ぶ講座を開催します。
◆日時　８月29日㈭　午前10時～11時30分
◆場所　光の森町民センター
◆内容　認知症を知ろう、症状を和らげる接し方、
　　　　相談機関や予防活動など
◆費用　無料
◆定員　20人程度
◆申込方法　電話で申し込む

認知症サポーター養成講座

受講団体も募集中
　地域サロンや自主グループ、職場の研修などで、
取り入れてみませんか。
◆対象者　町内で活動や事業を行う団体
◆費用　無料
　　　　（会場使用料などは申し込み団体が負担）
◆講座時間　60～90分
◆開催場所　町内

問 介護保険課　介護予防係　☎（232）2366
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